
 

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 

日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会（長距離、競歩） 

第６回 日本ユース陸上競技選手権大会（長距離、競歩） 

兼第１４回 世界ジュニア陸上競技選手権大会代表選手選考会 大会要項 

 

１．主   催  日本陸上競技連盟 

２．共   催  北国新聞社 

３．後   援  日本オリンピック委員会 ・全国高等学校体育連盟 

４．主   管  石川陸上競技協会 

５．期   日  ２０１２年５月３日（木・祝日）午前８時３０分競技開始（予定） 

６．会   場  石川県西部緑地公園陸上競技場   〒920-0361 石川県金沢市袋畠南町136   TEL:076-267-2411 

７．種   目  日本ユース選手権 

  （男子） １５００ｍ、３０００ｍ、２０００m 障害、１００００ｍ競歩 

     （女子） １５００ｍ、３０００ｍ、２０００m 障害、 ５０００ｍ競歩 

８．参加資格   下記の（１）、（２）の条件を満たし、本連盟登録者であり、日本国籍を有する競技者(日本で生まれ育った 

外国籍競技者を含む)を正式参加者とし、外国籍競技者はオープン参加とし順位はつかない。 

（１）年齢区分１９９５年１月１日から１９９７年４月１日の間に生まれた競技者 

（２）標準記録２０１１年１月１日から２０１２年４月１０日の間に標準記録（別紙）に到達した競技者。 

（３）本連盟強化委員会ジュニア育成部の承認競技者 

（４）日本陸上競技連盟強化委員会ジュニア育成部の承認競技者 

＜ジュニア選抜石川大会種目に参加する場合は、日本ジュニア・日本ユース種目には出場できない＞ 

◎同時開催の日本ジュニア、日本ユース両区分で１競技者１種目のみのエントリーとする。 

９．競技規則   （１）２０1２年度日本陸上競技連盟競技規則及び大会申し合わせ事項による。 

           （２）参加標準記録を設ける（別紙） 

１０．参 加 料    １人１種目 ２，１００円（傷害保険料１００ 円含む）    

              ※傷害保険補償内容 死亡･後遺障害５０ 万円 入院(日割)５，０００ 円 通院(日割)３，３００ 円   

               ※大会参加中に負傷した場合に限る  ※参加料は、理由の如何にかかわらず返金しない。 

１１．申込方法   （１）申込締切 ２０１２年 ４月１３日（金）必着  

（２）様  式：  別紙申込書に該当事項を明記し、参加料と返信用封筒Ａ４版折込用 

（参加者の住所氏名を明記し返信用切手を貼ること）を添えて現金書留で申し込むこと。                    

１２．申 込 先  〒921-8042  石川県金沢市泉本町６丁目１０５番地  県立金沢中央高等学校内                                  

                 大家 義浩まで   ℡ ０７６－２４３－２１６６  

１３．宿  泊    宿泊斡旋は下記交通会社で斡旋します。（競技場近辺・金沢駅近辺） 

『 ＴＯＰＴＯＵＲ 』 金沢支店  ２０１２ 日本ジュニア・ユース大会    宿泊担当  山田 宛 

〒９２０－００２４  石川県金沢市西念１－１－３ コンフィデンス金沢 ４階 

                      ℡ ０７６－２３３－０１０９  FAX ０７６－２２２―０１４７ 

            ※１泊朝食付き 7，５００円程度（税込み）の宿舎をご案内致します。 

１４．表   彰  各種目の優勝者には賞状と選手権章、第２・３位には賞状とメダル、第４位から第８位には賞状を授与する。 

１５．そ の 他  （１）競技日程、参加選手、競技注意事項は、４月下旬までに、下記ホームページに掲載する。 

石川陸協ホームページ（http://jaic.org/ishikawa/）・日本陸連ホームページ（http://www.jaaf.or.jp/） 

(２）競技中に発生した負傷・疾病は主催者において応急処置等の措置はするが、その後の処置は一切責任を負わない。 

（３）主催者は、個人情報の保護に関する法令を順守し、日本陸上競技連盟個人情報保護方針に基づき個人情報を取

扱う。尚、取得した個人情報は大会の資格審査、プログラム編成及び作成、記録発表、公式ホームページその他

競技運営及び陸上競技に必要な連絡等に利用する。また、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等の媒

体に公表することがある。 

（４）大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者及び主催者が承認した第三者が大会運営及び宣伝等の目的で、

大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等の媒体に掲載すること

がある。 

（５）ドーピング検査を受けることは本大会に参加する選手の義務であり、指名された競技者は、役員の指示に従いドー

ピング・コントロール・ルームで検査を受けること。 

  

 




